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文 教 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２０年６月１６日（月）午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　　午前１０時１７分　閉会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 柴田繁勝  副委員長 嶋野浩一朗  委　　員 森西　正

委　　員 川口純子  委　　員 川端福江  委　　員 森内一蔵

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 教育長　和島　剛

教育総務部長　羽原　修 同部理事　平岡利彦　　同部次長兼総務課長　馬場　博

同部参事兼人権教育室長　高橋敏夫　　同部参事兼教育研究所長　以登田　毅

学校教育課長　前馬晋策 同課参事　平松直樹 同課参事　若狭孝太郎

教育研究所参事　奥野宏一

生涯学習部長　大場房二郎 生涯学習スポーツ課長　小林寿弘

１．出席した議会事務局職員

事務局長　岸本文夫 同局書記　杉本　徹

１．審査案件（審査順）

議案第44号　平成２０年度摂津市一般会計補正予算所管分

議案第47号　摂津市立体育館条例の一部を改正する条例制定の件
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（午前１０時　開会）

○柴田委員長　ただいまから文教常任委

員会を開会します。

　理事者からあいさつを受けます。森山

市長。

○森山市長　おはようございます。

　本日はお忙しい中、文教常任委員会を

お持ちいただきまして、ありがとうござ

います。

　本日は、過日の本会議で当委員会に付

託されました平成２０年度摂津市一般会

計補正予算の所管分ほか１件ご審査をい

ただきますけれども、何とぞ慎重審議の

上、ご解決賜りますよう、よろしくお願

い申し上げます。

　一たん退席いたしますが、どうぞよろ

しくお願いします。

○柴田委員長　あいさつが終わりました。

本日の委員会記録署名委員は、森内委員

を指名します。

　審査の順序につきましては、先に議案

第４４号所管分の審査を行い、次に議案

第４７号の審査を行うことに異議ありま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○柴田委員長　異議なしと認め、そのよ

うにします。

　暫時休憩します。

（午前１０時２分　休憩）

（午前１０時３分　再開）

○柴田委員長　再開します。

　議案第４４号所管分の審査を行います。

　本件につきましては、補足説明を省略

し、質疑に入ります。質疑のある方。

　川口委員。

○川口委員　補正予算の７ページです。

スクールソーシャルワーカーの活用事業

委託金ということで、橋下維新案という

のが出てきまして、さまざまな影響が懸

念されていたわけですけれども、このた

び補正でということなんですが、関連し

て、この中身とその他の影響、資料は前

にいただいておりますけれども、この際

質問しておきたいと思いますので、ご説

明お願いしたいと思います。

○柴田委員長　前馬課長。

○前馬学校教育課長　おはようございま

す。それでは、ただいまのご質問にご答

弁させていただきます。

　今回のスクールソーシャルワーカー等

活用事業でございますが、大阪府が現在

学校にあります、いじめ、暴力、不登校、

その他さまざまな児童・生徒を取り巻く

課題解決のため、社会福祉的な観点から

の取り組みも必要であるということで、

スクールソーシャルワーカーを各市町村

に派遣、またスクールソーシャルワーカー・

サポーターを各市町村に配置するという

事業でございます。

　実は、さまざまな府県におきまして、

スクールソーシャルワーカーの配置が試

験的に行われてきたわけでございますが、

文部科学省がこのスクールソーシャルワー

カーの配置事業を全国的に展開する。そ

の中で大阪府へも文部科学省から委託さ

れた事業につきまして、先ほど申し上げ

ましたスクールソーシャルワーカーのサ

ポーターの配置について、今回市の方へ

委託されたということになっております。

　したがいまして、先ほどございました

橋下知事のもとでのさまざまな補助金の

削減等ございますが、再委託の事業でご

ざいますので、その点につきましては、

財源は確保されておるということでござ

います。

　内容でございますが、府から直接派遣

されるスクールソーシャルワーカーは、

先ほど申し上げたようなさまざまな事象

にこれまでに配置されておりますスクー

ルカウンセラーや家庭教員相談員、また
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学校の児童・生徒の支援を行うような加

配教員等とも連携しながら、特に家庭の

問題、社会的な背景を抱える問題、この

問題に関してコーディネートするような

立場でかかわってまいります。

　また一方、今回の委託事業になってお

りますスクールソーシャルワーカー・サ

ポーターにつきましては、スクールソー

シャルワーカーをサポートしながら、ま

た一方でスクールソーシャルワーカーか

らさまざまな指導も仰ぎながら、地域と

連携しながら、先ほど申し上げたような

課題に対応していくというような内容で

ございます。

　なお、スクールソーシャルワーカー・

サポーターにつきましては、配置拠点校

を今回、味生小学校といたします。味生

小学校では、さまざまな課題をチームで

解決しておる。その体制ができておりま

すので、さらにスクールソーシャルワー

カー・サポーターを配置することで、課

題の解決がより一層効果的に図れるもの

ではないかと考えております。

○柴田委員長　川口委員。

○川口委員　府のＰＴ案の影響も関連し

てお願いしましたが。

○柴田委員長　そのことによる答弁出ま

せんか。今、ＰＴ案に関連してのご答弁

がないということですが。

　前馬課長。

○前馬学校教育課長　今回のＰＴ案、さ

まざまな学校教育への影響も懸念されて

おるところでございます。例えば、３５

人学級編制につきましては維持されると

いうことは出ておりましたが、その他、

さまざまな補助金の削減等、学校教育へ

の影響を懸念されるところでございます。

　ただ、細かい予算案はまだ示されてお

りませんので、最終的にどうなるか、よ

くわからない面もございますが、学校教

育の質が低下することがないように、さ

まざまな形で要望も上げていきたいと考

えております。

　３５人学級の話の繰り返しになります

が、本当に人数、定数が少なくなった中

で、有意義な教育活動が実践されており

ます。今回、１年生の学級補助員を配置

しておりますが、３５人学級と有効に機

能して、１年生の教室での教育効果が上

がっておるという現状がございますので、

今後とも３５人学級については維持され

ていくことを願っているところでござい

ます。

○柴田委員長　川口委員。

○川口委員　今回、味生小にサポーター

ということでチームで対応していくとい

うことなんですが、これまでの委員会で

もご指摘しておりますように、本当に複

雑化になっておりますし、ネットによる

いじめの問題とか、そういうことについ

てももっと充実していかなければならな

いということで、さらに充実していただ

きたいということと、それから維新案、

橋下行革案につきましては、まだ決定と

いうことではないかもしれませんけれど

も、この間、大阪府ＰＴＡ協議会などが

初めて、３５人学級の署名に取り組まれ

て、１０５万という大変な署名の数を集

めたとお聞きしております。摂津市も取

り組まれたと聞いております。

　そういう中で、この摂津市に影響額が

どれだけ出るのかという資料をいただい

ておりますけれども、例えば教員研修の

事業の補助金であるとか、障害児の支援

事業補助金とか、交付金化とかいろいろ

言われておりますけれども、ぜひこれま

でせっかく積み上げてきているいろいろ

な制度の後退にならないように、ぜひ摂

津市としても教育委員会としても、大阪

府知事に対して、このことについては削
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減することのないようにということで、

強く要望していただきたいと思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。

○柴田委員長　ほかに質問ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○柴田委員長　質問がないようでござい

ますので、以上で質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１０時１０分　休憩）

（午前１０時１３分　再開）

○柴田委員長　再開します。

　議案第４７号の審査を行います。

　本件につきましては、補足説明を省略

し、質疑に入ります。質疑のある方、ど

うぞ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○柴田委員長　質疑なしと認め、質疑を

終わります。

　暫時休憩します。

（午前１０時１４分　休憩）

（午前１０時１６分　再開）

○柴田委員長　再開します。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○柴田委員長　討論なしと認め、採決し

ます。

　議案第４４号所管分について、可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○柴田委員長　賛成多数。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第４７号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○柴田委員長　賛成多数。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　以上で、本委員会を閉会します。

（午前１０時１７分　閉会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

文教常任委員長 柴 田 繁 勝

文教常任委員  森 内 一 蔵
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